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改善の内容 

使用者に当該不具合について周知し、警告メッセージが表示された場合は、左右前照灯の製造番号

を点検し、該当する場合はＡＨＳユニットを対策品と交換する。なお、交換用部品の準備に時間を要

することから、部品の準備ができ次第、使用者に改めて案内し対策品に交換する。 

 

識別：改善済車両には車台番号のハイフン後６桁目の上に黄色ペイントを塗布する。 

基準不適合発生箇所 
ＡＨＳユニット 

運転支援装置のＡＨＳ※において、配光を制御するＡＨＳユニットのリフレクタ取付部の強度検討

が不十分だったため、加工油が付着した状態での高温環境下で長時間使用すると亀裂が生じることが

ある。そのため、亀裂が進行して破損し、警告メッセージが表示され、走行用前照灯が点灯しなくな

るおそれがある。 

※アダプティブハイビームシステム：周辺環境と運転状況に応じて、ハイビームの配光を制御し、

前方視界確保を補助するシステム 

 

注：       は交換部品を示す。 
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